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第１章 これまでの成果と課題 

 

１ 第１次計画の策定 

「子どもの読書活動の推進に関する法律」が平成１３年１２月に施行され、第９

条第２項に「市町村は、子ども読書活動推進基本計画及び都道府県子ども読書活動

推進計画を基本とするとともに、当該市町村における子どもの読書活動の推進の状

況等を踏まえ、当該市町村における子ども読書活動の推進に関する施策についての

計画を策定するよう努めなければならない。」と定められています。 

小平市教育委員会は、平成１７年３月に第１次となる「小平市子ども読書活動

推進計画」を策定しました。 

ここでは、すべての子どもが読書に親しむ気運を高めるとともに、市民全体が

読書に親しみ、読書を通して心豊かな生活を送ることができるような環境の整備

や施策の推進に努めることを目的とし、家庭・学校・地域・図書館等が連携しな

がら、小平市における子どもの読書活動の推進に努めるために必要な施策を示し

ています。 

 

２ 第１次計画における取組と成果 

（１）家庭での本との出会い 

健康課が実施している３～４か月児健康診査時に、図書館コーナーを設置して

図書館の児童サービス担当職員が、赤ちゃん絵本リストにある絵本の紹介、図書

館案内、図書館利用者登録申込書の配布を行っています。市内の各図書館では、

配布している絵本リストに掲載した絵本を大勢の方に手に取って見られるように

整備しました。健康診査の後、図書館職員に絵本についての質問をする方や、親

子で図書館を訪れ、絵本コーナーで赤ちゃんと絵本を見たり、「絵本のへや」に

参加する保護者が増えています。 

この事業はその後の図書館利用につながるほか、子どもにとっての初めての読

書の大切さを伝える事業として、健康課と図書館が連携し、健康診査の流れの中

で実施方法を研究、検討しながら実施しています。 

 

（２）地域での本との出会い 

小平市内の子ども文庫は、昭和４７年から、「子どもたちの身近に本を」を合

言葉に、家庭の一室や集会所の一角に本棚を置き、持ち寄った本や図書館の団体

貸出用図書を利用して運営されてきました。本の貸出を行うほか、おはなし会な

どの行事も行って、地域の子どもたちに本を手渡し、本の楽しさ、面白さを伝え

てきました。図書館のネットワークが充実した現在でも小さなお子さんを持つ地

域のお母さん方のよりどころとなっています。 

現在、子ども文庫は４文庫と減ってしまいましたが、小平市子ども文庫連絡協

議会としておはなし会や読み聞かせ、子どもの本に関する講演会などを通じて、
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図書館資料の充実 
魅力ある図書館資料の整備については、新刊図書の購入と子どもたちに読み

つがれてきた基本図書の買い替えなどを並行して行い、調べ学習に役立つ図書

については、内容を吟味して整備を進めました。 
 

行事・広報 
保護者や読書に関心のある市民を対象とした保育付きの講座・講演会や児童

向け講演会の開催、展示コーナーを活用した原画展、図書の展示、ブックリス

トの配布等を実施しました。市報「図書アラカルト」のコーナーや図書館ホー

ムページでは本の紹介などを行って、子どもの本の情報提供にも努めました。 
 

（４）学校 

  児童・生徒の読書の状況 

子どもたちの学校における読書の状況は、平成２０年度の児童・生徒への貸

出冊数を見ると、市内小・中学校２７校でおよそ22万冊の図書が貸出されてい

ます。学校図書館の一人当たりの貸出冊数を見ると、小学校は20冊でした。 

また、協力員が配置されて利用が進んでいる中学校は平成１８年度は1.6冊で

したが、平成２０年度は3.2冊と２倍になっています。 

学校図書館活用計画により各教科における図書利用の促進、読書時間の確保

などで学校の図書館が活用され、貸出が増加しています。 

 

学校図書館のデータベース化と図書館活用 

第１次計画に取り組む中で、小平市では、図書館と小・中学校の教職員を中心

に学校ボランティアの協力を得て、文部科学省が進めている学校図書館のデータ

ベース化を平成１７年度末までに実現しました。平成１８年度からは、中央図書

館に配置された学校図書館相談員が市内の小・中学校の学校図書館を巡回し、配

置されたコンピュータの運用と学校図書館整備の支援を開始しています。 

更に、平成１８年度から３年間の「学校図書館支援センター推進事業」を実施

する中で、中学校には図書館協力員が配置され、調べ学習用図書の集配システ

ムの試行が始まりました。また学校図書館支援センターに所属する学校図書館

アドバイザーを中心に、図書館を活用した授業計画の指導や、専門家による学

校図書館の改善指導等が行われ市内の学校図書館の整備が進みました。 

 

 学校図書ボランティア 

本の読み聞かせや図書の整理などに、平成２０年度は延べ7,294人の学校図書

ボランティアが協力しました。また、学生ボランティアの活動も増えています。 

 



 

   

☆学

 

（５）児

子

し

書館

 
（６）健

ス

リ

 
（７）

座

地

催

（８）公

ど

す

ま

に

 

（９）保

読

介

学校図書館の

児童課 

子ども家庭

て、平成２

館行事も掲

健康課 

３～４か月

トの配布を

スト、図書

生涯学習推

学校図書ボ

、読み聞か

域教育サポ

となってい

 

公民館 

公民館の

、本や子ど

。絵本やわ

す。平成２

ついての講

保育園・幼

保育士によ

み聞かせの

をする取組

のデータベー

庭支援セン

２０年度は

掲載し、子

月児健康診

をしていま

書館案内、

推進課 

ボランティ

かせ・図書

ポート･ネッ

います。 

「家庭教育

どもの読書

わらべうた

２１年度に

講師を務め

幼稚園 

よる絵本の

の会を受け

組も行って

ース化：先生

ンターで作成

10,000 部

どもの図書

診査時に図

ます。平成

図書館利用

ィアに対し

書の補修の

ット事業講

育講座」で

書に関する

たは、家庭

には、図書

めました。

の読み聞か

け入れてい

ています。

8

生、ボランテ

成している

を発行し、

書館利用を

書館コーナ

２０年度は

用者登録申

、学校や図

研修等を実

講座」の中

では、講座の

講義内容を

庭での読書の

書館職員が絵

かせを日常的

る園もあ

保育士は研

 

ィア、図書館

る「子育てガ

配布して

呼びかけて

ナーを設け

は、年間２

申込書の配

図書館等を

実施しまし

で１７回実

のなかに

を組み込ん

の啓発とし

絵本の紹介

的に行って

ります。ま

研修機会も

館職員が一緒

ガイド」に

います。お

ています。

け、保護者

４回1,538

配布を行いま

を会場にし

した。平成

実施され前

「絵本」や

んで、毎回

して重要な

介を交えて

ており、ボ

またその年

も多く、子

緒に取り組み

に図書館案

おはなし会

 

者に向けての

8人に赤ち

ました。 

して、本に関

成２０年度は

前年度の約

や「わらベ

回、好評を得

な役割を果た

て、乳幼児期

ボランティア

年齢にあった

子どもの身近

みました☆

内を掲載

などの図

の絵本リ

ゃん絵本

関する講

は「小平

２倍の開

うた」な

得ていま

たしてい

期の読書

アによる

た本の紹

近にいる



 

大

て

は

（10）

の

良

ど

目

物

す

に

て

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人としてと

いる園もあ

平成２０年

なし会が、

 

児童館・学

市内に２館

会などを定

い機会とな

もや保護者

児童館の図

が用意され

また、保護

学童クラブ

は約7,320

います。 

 

  

☆児童館

とても大き

あります。

年度には、

保育園９

学童クラブ

館ある児童

定期的に開

なっていま

者は、延べ

図書コーナ

れており、

護者が仕事

ブは、小学

0冊（マンガ

館の図書コー

きな存在で

 

小平市子

園、幼稚園

ブ 

童館では、

開催してお

ます。平成

べ1,344人と

ナーは充実

ここでは本

事などで留

学校１９校

ガを含む。

ナー：児童課

9

す。保育園

子ども文庫連

園２園で延

ボランティ

り、乳幼児

２０年度に

となってい

しており、

本を読む子

留守となる、

校に２６か所

）の本が

課と図書館が

園では、保

連絡協議会

延べ８１回

ィアの協力

児から子ど

におはなし

ます。花小

それぞれ

子どもの姿

、低学年の

所設置され

置かれてい

 

が連携して絵

保護者に向

会の「いと

回も行われま

力による読

どもたちが

し会などの

小金井南児

れ約800冊の

姿を見ること

の子どもた

れており、

いて、子ど

絵本や図鑑な

向けて本の紹

ぐるま」に

ました。 

読み聞かせや

が本や物語に

の行事に参加

児童館、小川

の絵本や図鑑

とができま

たちが放課後

その図書

どもたちに利

などを選びま

紹介をし

によるお

や紙芝居

に親しむ

加した子

川町二丁

鑑、読み

ます。 

後を過ご

コーナー

利用され

した☆ 



 

10 

３ 第１次計画での課題 

（１）家庭 

図書館で平成２１年５月に実施した「乳幼児読書アンケート」※１によると、

図書館を訪れる家族の90％で家庭での読み聞かせが行われています。なかでも

「お父さんが読み聞かせをしている」率が24％に上っています。若い世代の父

親の育児の傾向と、読み聞かせが子育ての中に定着してきた現代の特徴を見る

ことができます。しかし、全国的な調査※２によると家庭での読み聞かせは、就

学前の子どもの74.5％にとどまっています。小平市でも引き続き、赤ちゃんと

のふれあいを大切にし、幼いときから絵本の楽しさを知ってもらい、父親も参

加し子どもと読書をする環境作りを支援し、家庭での読書活動を推進するため

に、啓発や広報に努めていく必要があります。 

※１ 参考資料 12 「小平市子ども読書活動推進計画のための乳幼児読書アンケート」 平成２１年 

※２ 「全国家庭児童調査結果の概要」厚生労働省 平成１６年 

 

（２）図書館 

おはなし会・絵本のへや 

図書館では、最初の図書館である現在の仲町図書館が開館して以来、各図書

館で「おはなし会」などを行って、子どもたちに読書に親しむ機会を提供して

きました。乳幼児と保護者のための読み聞かせの会である「絵本のへや」事業

は、平成５年から開始しました。図書館の児童図書の貸出冊数は毎年増加して

いますが、図書館で行われるおはなし会の参加人数は、減少傾向にあります。

乳幼児読書アンケートの結果を見ると、おはなし会の土曜日や日曜日の開催を

望む意見も寄せられ、実施時間等の工夫が求められています。 

 

  子どもの図書館利用とティーンズサービス 

子どもの図書館の利用に関して、平成２０年度の図書館の登録率は、乳幼児

は26.2％ですが、小学生と中学生は100％、高校生も90.6％という高い水準にあ

ります。しかし利用率を見ていくと、小学生は62.3％、中学生は31.2％、高校

生は23.6％となっています。学齢前の乳幼児の利用の推進と、利用が大きく減

少するティーンズへのサービスの充実も大きな課題です。 

 

  学校との連携推進 

学校図書館との連携推進事業が開始されて学校との連携が進んできています

が、学級文庫への団体貸出の集配システムの整備や学校から希望される調べ学

習用図書の整備等が課題となっています。 

 

  図書資料の充実 

乳幼児読書アンケートには、新刊図書の購入等にも意見が寄せられ、子ども
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たちと保護者にとって魅力ある本をいかに揃えていくかが求められています。 

 

行事・広報 

乳幼児読書アンケートでは、おはなし会などの行事そのものを「知らなかっ

た。」という意見も10.7％あるため、市報や図書館ホームページの「こどもと

しょかん」の充実を含め、広報の効果的な活用についての検討も必要です。 

 

（３）学校 

  児童・生徒の読書の状況 

平成１９年１２月に実施された東京都の「児童･生徒の読書の状況に関する調

査及び学校における読書活動等に関する調査」によると、小平市の小学生の7.8％、

中学生の27.3％が最近１か月に本を１冊も読んでいないという結果が報告され

ています。 

毎日新聞社と全国学校図書館協議会が共同でまとめた第５４回学校読書調査

（平成２０年６月）に示された小学生5％、中学生14.7％という不読者（１か月

に１冊も読んでいない者）の割合と比較すると、本市において取り組んできた

子どもの読書活動の推進が、全学年にわたり十分効果を上げていない状況がう

かがえます。しかし、学校図書館協力員が配置された中学校の不読者の率を平

成１５年度の調査と比較すると１年生と３年生では減少していることが分かり、

小学校への協力員の配置が課題となっています。 

 

  学校図書館の蔵書 
学校の蔵書の学校図書館図書標準の達成状況については、小・中学校全体で

は、平成２０年度には、小学校が92％、中学校が101％の達成率となっており、

年ごとに整備が進んでいます。蔵書の総冊数は小学校が165,965冊、中学校が

98,910冊となっています。しかし、各校ごとの達成率は市内の小学校の42.1％、

中学校の37.5％が達成しているのみとなっており、全校の達成には時間がかか

っています。学校によっては、内容情報が古い図書等を廃棄し、買い替えを進

めながら図書標準の達成に取り組んでいることも原因の一つと考えられます。

学校図書館を読書センター、情報センターとして活用するために引き続き、蔵

書冊数の学校図書館標準の全校達成に取り組み、蔵書内容の充実を図るため購

入方針や廃棄基準などを整備していくことが求められます。 
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第２章 第２次計画の基本的な考え方 

 

１ 計画の位置付け 

小平市子ども読書活動推進計画は、「子どもの読書活動の推進に関する法律」（平

成１３年法律第１５４号）に基づいて作成した、小平市における子どもの読書活動

の推進に必要な施策に関する計画です。 

同法では、市町村における子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画

は、国の子ども読書活動推進基本計画や都道府県子ども読書活動推進計画を基本と

することとしており、第二次東京都子供読書活動推進計画においても、「区市町村

において、新たに推進計画を策定する際や、読書活動を推進していくに当たり、本

計画の内容を踏まえることを期待するものです」とあることから、計画の策定に当

たっては、国や都の計画を踏まえたものとします。 

第２次小平市子ども読書活動推進計画においては、これらの計画を踏まえ、「学

校図書館の充実」と「学校図書館と図書館の連携」に留意して策定することとしま

す。 

 

２ 子どもの読書活動推進に関わる動き 

（１）国 

国においては、計画改定が行われ、平成２０年３月に「子どもの読書活動の推

進に関する基本的な計画（第二次）」が閣議決定されています。今後おおむね５年

間にわたる施策の基本的方向と具体的な方策が示されています。ここでは、多様

な情報提供を通じた家庭における読書活動への理解の促進、地域における読書環

境の格差の改善、「学校図書館整備計画」を踏まえた学校図書館標準の達成を目指

した図書の整備、司書教諭の発令の促進など、家庭、地域、学校それぞれにおけ

る具体的取組について整理した内容となっています。 

 

（２）東京都 

東京都は、平成２１年３月に「第二次東京都子供読書活動推進計画」を策定

しています。この計画は、「第一次東京都子ども読書活動推進計画」の課題を

踏まえ、子どもの年代によって読書活動の課題が異なることから年代別に基本

方針に則った取組を設定しています。 

学校を対象とした方針では、読書を「指導の重点」と位置付け、読書指導計

画を策定するなど組織的な取組の徹底を図ることに加え、未読者を中心とした

児童・生徒一人一人への取組を行うとしています。また、区市町村・各学校に

向けて情報提供を行うことをうたっています。乳幼児のいる家庭を対象とした

方針では、絵本の読み聞かせに関する情報を提供するなど、乳幼児のいる家庭

への啓発・支援を進めるとしています。更に取組状況を定期的に確認し、成果

の達成状況を検証していくこととしています。 
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３ 基本目標 

第１次計画の取組の成果と課題に重点を置き、学校図書館の充実と学校図書館と

市立図書館の連携の充実を図ると共に、情勢の変化等を踏まえ、次の基本目標の下、

引き続き子どもの読書活動の推進に取り組みます。 

 

〇 学校・家庭・地域が連携を取り合いながら、子どもの生活の中に読書が位置付

けられるように読書機会の充実に努めます。 

 

○ 子どものより良い読書環境の整備に努め、子どもの身近にいつも本があるよ

うに本の整備を進めます。 

 

○ 読書に関わる活動を行っている地域の団体等を支援するとともに、読書活動

を支援するボランティア等の育成を図ります。 

 

○ 資料や情報の相互利用や共同事業の実施等を図るため、関係機関との連携・

協力活動を推進します。 

 

○ 読書活動への理解を深めるために、子ども読書活動の意義や推進についての

啓発事業を行い、情報提供に努めます。 

 

○ 計画に基づく取組の推進状況を定期的に検証するとともに、子どもの読書をめ

ぐる状況を踏まえながら、各事業を実施していきます。 

 

４ 計画の期間 

本計画の期間は、平成２２年度から２６年度までの５年間とします。 

 

５ 計画の対象 

本計画の対象は、０歳からおおむね１８歳までとします。 
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第３章 推進のための具体的な取組 

 

１ 家庭における読書活動の推進  

家庭では、子どもが本に親しむ機会を作り、子どもと共に読書を楽しみ、暖かく

見守ることが大切です。市では、様々な機会を通じ、子どもの読書に関する情報提

供に努め、家庭での読書の推進を図ります。 
 

○ 育児と読書 
子どもは、おはなしを聞くのが大好きです。お母さんやお父さんのひざの上で

絵本を読んでもらったり、おやすみ前におはなしの本を読んでもらうことで、言

葉のリズムを楽しみ、豊富な語彙を身に付け、豊かな感性や想像力を身に付けて

いきます。そして読書の楽しさを味わった子どもは、自ら進んで読書をするよう

になります。 

○ 保護者と読書 
読書は多様な情報を提供し、未知の世界とめぐり会い、想像力と判断力を養い、

心豊な憩いの時間をもたらすものとして、大人にとっても欠かせません。 
保護者の家庭での読書は、自分のためだけではなく、子どもが読書に興味を持

ち知識を深めるための手本となり、何よりもその姿勢が読書への動機付けとなり、

子どもに大きな影響を与えます。 
○ 青少年期の読書 

中学生・高校生と成長するにつれ学校生活が忙しくなって、興味や行動半径も

拡がり読書への関心が薄れる傾向があります。この時期は、教養を身に付け、個

性を磨き、想像力や判断力を育むとともに、生涯にわたる読書習慣を身に付ける

ための大切な時期でもあります。保護者は、この時期の子どもの読書を暖かく見

守り、励ますことが必要です。 

 

（１）３～４か月児健康診査時を利用した絵本リスト等の配布 

乳幼児のいる家庭への情報提供として、健康センターで実施されている３～４

か月児健康診査時に、健康課と図書館が連携して図書館コーナーを設け、絵本リ

ストの紹介や配布を行います。 

図書館では、親と子のふれあいがまず大切なことを伝え、わらべうた遊びなど

の絵本なども紹介していきます。また、年齢に応じた絵本リストやパンフレット

を作成し、家庭での子どもの本に親しむきっかけとなるように、子どもが利用す

る市内の施設などでの配布を進めます。 

 

（２）公民館の「家庭教育講座」の充実 
公民館の「家庭教育講座」では、講座のなかに「絵本」や「わらベうた」な

どの講義内容や子どもの本や読書に関するカリキュラムを取り入れ、家庭での
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親子の読書の推進を図ります。図書館職員も講師として講座で本の紹介などを

行い、公民館と図書館の連携を進めていきます。 

 
（３）図書館の行事等 

図書館では、「絵本のへや」や夏休みに実施している「家族一日図書館員」な

ど各種の図書館行事を行う中で、図書館の活用と家庭での読書を推奨する事業を

行います。 

 

（４）保護者を対象とした東京都の子どもの読書に関する相談事業等の紹介 

都立図書館では、子ども読書に関する啓発リーフレットの発行や図書の展示、

講演会などを開催するとともに、ホームページにこどもページを開設し、子ども

読書の情報を発信しています。図書館では積極的に都立図書館の子どもへの読書

活動の支援を紹介していきます。 

 

２ 学校における読書活動の推進 

学校図書館の充実を図り、児童・生徒の「読書センター」と「学習情報センター」

として機能する学校図書館を目指します。 

 

学校図書館は、「読書センター」だけではなく、「学習情報センター」として

の機能が求められ、「学校教育の中核」としての役割を期待されています。言語

活動の充実を図るために、学校図書館の機能の高度化も一層求められています。 

「学びを支える学校図書館」の実現のために以下のように取り組みます。 

 

（１）「指導の重点」(教育課程)に読書活動を明記 

「学校教育の中核」としての役割を期待される学校図書館を活用する学習を

広く展開し、言語力を養成する読書活動を全教科で行います。 

 

（２）年間読書指導計画の作成と実施 

① 各校における「学校図書館活用年間指導計画」の作成と実施 

市立小・中学校では自校の実態に即して、司書教諭を中心に各教科の学習

の展開に寄与する読書活動の推進に関わる計画を作成し、学校全体で読書活動

の推進を図ります。 

② 「学校図書館活用指導事例」の開発と実施 

新しい学習指導要領を踏まえ、児童・生徒が自ら課題を見つけ、自ら学び、

自ら考え、主体的に判断し、より良く問題解決をする資質や能力を育てる「学

校図書館活用指導事例」の開発に取り組み実施します。 
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（３）学校図書館の充実と校内の読書環境の充実 

学校図書館は、児童・生徒の豊かな心を育む「読書センター」としての機能

に加え、自主的な学習をサポートする「学習情報センター」としての役割を担

うことが求められています。施設の改修の検討も含め、子どもたちが利用しや

すいように、書架の配置やレイアウトの変更などについても引き続き研究しま

す。 

 

① 学習情報センター機能の充実 

児童生徒が学び方やものの考え方を身に付け、問題の解決や探究活動に主

体的、創造的に取り組む態度や能力を育てるために、学校図書館における学習

情報センター機能の充実を図ります。 

学校における蔵書の構成を見直し、各教科の学習の展開に寄与する蔵書の

充実を図ります。 

② 学校図書館システムの活用 

データベース化された学校図書館資料の活用方法を研究し、更にシステム

内容の充実と整備に努めます。また学習に必要な資料の検索など市立図書館の

ホームページを活用して情報資源にアクセスできるような環境整備を図りま

す。 

③ 学校間での図書の相互利用の研究 

データベース化された学校図書館の資料を有効に活用するために、学校間

での相互利用について研究を進めます。 

④ 市立図書館資料の有効活用 

市立図書館のホームページを活用して、調べ学習図書の特別団体貸出のた

めの蔵書検索や、地域資料の活用を図ります。 

 

（４）図書資料の充実 

児童・生徒が学習に応じて調べ方を身に付けるための基礎的な図書の整備に

努めるとともに、心豊かな読書活動を推進する「読書センター」の役割を果た

せるように「基本図書」の更新を図ります。 

 

① 学校図書館図書標準の達成 

平成５年に国が定めた学校図書館図書標準を達成するために、計画的に蔵

書の充実を図るとともに学習課題に応じた蔵書計画を立て、必要に応じて図書

の買い替えを進め、児童・生徒が学習に応じて調べ方を身に付けるための基礎

的な図書の整備に引き続き努めます。 

② 地域資料の活用 
地域に関する資料の整備を図り、学校図書館と市立図書館との資料やデー

タの共有化を図ります。 
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（５）校内体制の整備 

① 各学級における取組 

  学級文庫の設置、朝読書の実施や、教諭や保護者による読み聞かせ、おはな

しの時間などを設け、学級の中で、児童・生徒の読書の習慣を支えていきます。      

また、夏休みのおすすめ本リストの活用、中学校では調べ学習用図書の集配

システムの活用推進を図ります。 

② 児童・生徒の一人一人の読書状況に応じた取組の研究 

    読書意欲の高い子への読書の幅を広げていけるような助言や読書意欲の低い

子に向けた読書への動機付けや指導についての研究を進めます。 

 

（６）学校の読書活動を支える人材 

学校図書館の利用を活発にし、児童・生徒と本を結び付けるための人的配置

に努めます。 

① 司書教諭の配置 

司書教諭を引き続き、市内の全小・中学校に配置します。司書教諭は、各

学校の読書活動に関する計画に基き、学校図書館の利用に対する指導を行うと

ともに、校内における協力体制を推進し、学校図書館運営の中核を担います。 

② 学校図書館協力員の配置 

中学校の学校図書館協力員を引き続き配置し、司書教諭の指導の下に図書

館整備と開館時の業務を行います。また、小学校の学校図書館協力員の配置に

ついても実施を図ります。 

③ 学校図書ボランティアの受け入れと研修 

保護者や地域の人々による学校図書ボランティア活動の充実を図り、研修

支援を行って学校図書館の活性化に努めます。 

④ 読書指南役の研究 

読書指南役※５に関する研究を進めます。読書指南役は、司書教諭及び学校

図書館担当教諭等から選任することになりますが、児童・生徒の読書指導の中

心となる読書指南役の役割等を、東京都が実施する事例研究等を参考に研究し

ます。 

※５「第二次東京都子供読書活動推進計画」において提唱されている。 

 

（７）司書教諭等対象の研修、業務の支援 

① 学校図書館司書教諭等研究協議会の実施 

「学校図書館司書教諭等研究協議会」を開催し、情報交換及び司書教諭の指

導力の向上を図ります。 

② 教科等研究会図書館部会の充実 

内容の充実を図り、各教科の学習の展開に寄与する図書館活動を具体化しま

す。 
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３ 図書館における読書活動の推進 

図書館の目的は、人の自立を支援し育てることにあります。 

図書館は、子どもの読書活動推進における最も身近な拠点として、子どもたちが

本や読書に親しむ環境の整備に努めます。 

 

図書館は、開館以来児童サービスを重視し、児童書の選定・収集に力を入れる

とともに、定期的におはなし会や児童図書に関する講演会を開催し、子どもの読

書への関心を促す活動に積極的に取り組んできました。 
子どもの読書離れ、活字離れが進んでいる現在、図書館は地域における資料及

び情報提供の拠点として重要な役割を担い、子どもの読書活動におけるもっとも

身近な施設であることを再確認して一層の充実に努め、子どもの読書活動推進の

拠点となって、子どもの本と読書に関わるサービスの充実を図ります。 

 
（１）資料の充実 

小平市立図書館の蔵書数は、全国的に見てもトップクラスの蔵書数となって

います。しかし、子どもの読書活動を推進するためには、何よりも魅力ある資

料がなければ読書意欲をかきたてることはできません。子どもに読書の楽しさ

が伝わるような選書に心がけ、魅力ある蔵書構成を目指します。 

総合的な学習などで調べものに来た子どもたちの期待に応え、小学校・中学

校の教科や調べ学習等を支援するための図書の提供を更に進めるために、参考

資料を含めた児童図書の整備、充実に努めます。 

また、新刊図書の購入を進めるとともに、長い間読み継がれてきた絵本や児

童文学、ノンフィクション図書などの買い替えを行い、蔵書の充実を図り、子

どもたちが手に取りたくなるような本を揃えていきます。 

中学生の読書離れを深刻に受け止め、この年代の特徴をとらえた多様な資料

の整備に努めます。職場体験やボランティア入門講座などの機会をとらえてテ

ィーンズの声を聞き、魅力的なコーナー作りに生かします。 

読み聞かせ用の大型絵本の充実を図り、図書館行事に活用するだけではなく、

年ごとに増加している地域や学校で読み聞かせなどの活動を行っている保護者

に提供するとともに、リストを作成するなどの支援を図ります。 

子どもたちが読んでみたいという気持ちを引き出すように、図書の展示方法

や紹介等を工夫して、子どもと本の出会いを支援します。 

 

（２）施設・設備の充実 

小平市には、中央図書館、地区図書館７館と３つの分室があり、１１のサー

ビスポイントで図書館サービスを行っています。市内のどこからでも歩いて 

１５分ほどで図書館を利用できる環境が整備されています。 

この恵まれた図書館環境を生かし、更に子どもたちの利用を進めるために、
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調べ学習等に活用できるインターネット端末の整備を進めるなどこれからの情

報化時代に対応した児童・青少年サービスの研究を進めます。 

また、乳幼児・児童・生徒の保護者の視点から、図書館が利用しやすい施設

であるか、使いやすい設備を備えているかなども見直していく必要があります。 

 

（３）サービスの充実 

① 乳幼児へのサービス 
赤ちゃん絵本や幼児向けに年齢に応じた絵本を紹介するリストの発行、絵

本のコーナー展示を充実させるなど広報活動を行い、乳幼児と保護者の図書館

への来館を促して、成長の段階に応じた継続的な読書活動を支援します。 
親子で一緒に参加でき、絵本の楽しさや親子のふれあいの機会を作る「絵

本のへや」事業を充実させます。ここでは、わらべ歌や手遊びなども取り入れ

ていきます。 

乳幼児のいる家庭への情報提供として、３～４か月児健康診査時に図書館

コーナーを設け、絵本リストの紹介や配布を行います。 
② 児童・青少年へのサービス 

ア おはなし会等の行事の実施 

おはなしと絵本の読み聞かせによって、子どもたちに物語の面白さを伝

え読書への誘いの機会となるおはなし会を実施します。 

また、子どもや保護者が参加しやすいように、平成２１年度から試みて

いる休日や夜のおはなし会の結果を踏まえ、開催方法などの工夫をしていき

ます。 

イ ティーンズサービスの充実 

中学生、高校生に本との出会いの場を提供し、図書館を身近な存在にし

ます。ティーンズ自身によるおすすめ本の発信やティーンズに向けた講演会

などについても検討していきます。 

ウ 児童向け科学講演会の開催 

子どもたちに、科学の面白さを伝え、図書を使って調べる入口となるよう

な講演会を開催します。 

エ 図書館ボランティア入門講座の実施 

小学生から大学生までを対象に図書館活動や読書への理解を深めるため

に図書館ボランティアの講座を実施します。 

 

（４）児童図書に関する講演会・行事 

保護者や地域の大人に向けて、絵本や児童図書に関する講演会を実施し、子ど

もの本や読書に関する啓発を行います。 
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ークの研修

館活用を図

小・中学校

受け付け、

支援を図り

事業」の実

配システム

援 

のサービス

、「大活字

の整備を進め

進を図りま

解を深める

の会ひまわ

い、サービ

童・生徒の

広報して利

仕室で、打合

校と連携し

援します。

めていきま

力 
書で、学校図

効活用して

刊紹介や学

修を行うな

図るための支

校へのきめ

市内の図書

ります。 
施により、

ムや資料の

ス 
字本」、「

めます。ま

す。 展示

事業を実施

わり」など

ビスの充実に

の読書活動

利用を呼びか

 
合せや作業を

して、児童

また市内

す。 

図書館シス

て学校図書

学校からの

ど、司書教

支援を行い

細かなサー

書館から本

資料の効率

の相互利用

「点訳絵本」

また、保護者

示会・講演会

施します。

どとの連携を

に努めます

の支援の研

かけます。

しています☆

童・生徒の図

内の私立学校

ステムからの

書館との連携

の求めに応

教諭や学校図

います。ま

ービスを行

本を集めて提

率的な利用

用について研

」、「点

者等の意

会を開催

 

を深め、

す。 

研究 
 

☆ 

図書館利

校や高等

の蔵書検

携を推進

じて選書

図書館担

た、各図

行います。

提供する

用を図り、

研究を進



 

  ②

    

訪

  ③ 

    

作

援

  ④ 

    

    

    

  

⑤ 

⑥ 

⑦

めます。ま

図書館協力

ていきます

 学校図書

中央図書

訪問して、

の借り入れ

学校図書

中学校に

作成などへ

援します。

図書館見

図書館見

ログラムを

また、中学

  

  ☆図

お楽

    

インター

図書館員

とともに、

キュラムの

特別支援

小平市内

人の障がい

書館見学を

 関係機関

図書館で

事業の実施

また学校と

力員も交え

す。 

書館相談員

書館に配置

学校図書館

れの相談な

書館協力員

に配置され

への相談に

 

見学・職場

見学では、

を組み、子

学生の職場

書館見学：

楽しみ館内探

    

ーンシップ

員を目指す

受け入れ

の実施を図

援学校との

内の都立小

いに応じた

を受け入れ

関との連携

では、資料

施等、連携

図書館との

えて開催し、

員による巡

置されている

館システム

などに応じて

員への支援

れている学

に応じたり、

場体験の受け

図書館の使

子どもたちを

場体験を受け

「小平市には

探検ツアーや

    

プ・実習生等

す大学生の実

れ学生が子ど

ります。

の連携 

小平特別支

た本の紹介や

れるなど協力

携と協力 
料や情報の

携・協力活動
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の連絡会議

、情報交換

回相談 

る学校図書

ム運用の支

て、学校と

学校図書館協

、月１回の

け入れ 

使い方やお

を読書につ

け入れます

は、図書館は

おはなし会、

等の受け入

実習や図書

どもの読書

支援学校との

や布の絵本

力・連携を

相互利用を

動を推進し

議も司書教諭

や夏休みの

書館相談員

支援、選書や

と図書館と

協力員から

研修を実施

おはなし会、

つなげる図

す。 

いくつあるで

、本の貸出な

入れ 

書館での職場

書活動の推進

の相互理解

本を使った

を進めます

を図り、都

します。また

諭や学校図

のおすすめ

が、市内の

や図書館か

の連携を進

らの本の補

施して学校

、本の貸出

図書館利用の

   

でしょう？」

などもりだく

場体験を積

進の理解を

解を深め、

たおはなし会

す。 

都内公立図

た児童図書

図書館相談

め本の紹介な

の小・中学校

からの調べ学

進めます。

補修やブック

校図書館の整

出、館内見学

の案内を行

    

 

さん☆ 

積極的に受

を深めるた

子どもたち

会を実施し

図書館等に

書に関する専

談員、学校

などをし

校を巡回

学習図書

 

クリスト

整備を支

学等のプ

行います。

け入れる

めのカリ

ち一人一

したり、図

よる共同

専門機関
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との連携を進めます。 
ア 都立図書館やその他の公共図書館 

都立図書館は区市町村立図書館の求めに応じて、児童青少年資料の紹介

や提供を行うとともに、子どもの読書に関するレファレンスの援助を行いま

す。図書館では、子どもの読書活動に関する取組みについて、都立図書館と

の連絡調整を積極的に図り、都内公立図書館間における円滑な情報交換に努

めます。 
イ 国立国会図書館国際子ども図書館 

国立国会図書館国際子ども図書館は、全国の児童図書館や学校図書館の活

動を支援し、子どもの出版文化に関わる専門家に対して資料や情報の要求に

応える児童書のナショナルセンターとしての役割を果たしています。小平市

でも、国際子ども図書館との連携・協力を推進していきます。 
 

（７）市内の公共施設の子どもの本の充実に対する支援 

   市内の児童館、青少年センター、子ども家庭支援センター、地域センターなど

子どもたちと保護者が利用する施設の子どもの本の充実のために、図書館では選

書の相談等の支援を行います。 

   また、ブックリストや図書館案内を置いて図書館利用を呼びかけます。 

 

（８）専門的人材の育成・配置 

子どもの読書活動を推進するためには、子どもの本をよく知り、読書指導に

関する知識や技術を備えた人材の育成が必要です。 

子どもの読書活動を推進する上で必要とされる、子どもと本を結びつけるた

めの専門的な知識を持った児童担当職員の配置及び養成に努めます。 

また、職員が専門的な知識・技術を習得できるように、研修への参加を奨励

します。都立図書館等の司書や市民団体の有識者との連携を図り、職場内や関

連機関で実施される研修の機会を活用して、読書活動推進の担い手を増やすと

ともに、人の輪を広げます。 

 

４ 地域における読書活動の推進 

地域では、地域のすべての子どもたちが読書に親しむ機会を提供し、読書環境を

整備・充実するように努める必要があります。 
 

（１）保育園での読書活動の推進 

子どもの自主的な読書活動を促すため、保育士が読書の大切さと必要性を認

識し、図書コーナーを整備するなどの工夫をして、本に親しめる環境作りを行

います。そのためには、保育活動の中に保育士による絵本の読み聞かせを積極

的に取り入れるなど、子どもたちにおはなしの楽しさを知らせ、自発的な読書
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活動につながるように配慮します。また、子どもの家庭での読書を推進するた

めに保護者への働きかけを心がけます。 

乳幼児の読書や読み聞かせ等に関する研修に取り組みます。 

 

（２）幼稚園での読書活動の推進 

   幼稚園での読書活動の推進を支援するため、図書館では幼稚園の園児の図書館

見学を受け入れ、大型絵本の読み聞かせや館内の見学を行っています。また、保

護者の求めに応じて図書館の職員が幼稚園などを訪問し、絵本の紹介を行う市の

デリバリー講座も実施します。 

 

（３）児童館その他の公共施設での読書活動の推進 

① 児童館 

児童館は、子どもと保護者が気軽に利用できる交流の場として活用されて

います。親子のふれあいの機会を計画的に提供するとともに、地域における小

学生・中学生の活動拠点として、その積極的な受け入れと活動の展開を図って

います。 

花小金井南児童館には、絵本中心の図書コーナーと科学読み物と童話のあ

る工作室があり、約800冊の本があります。また小川町二丁目児童館には、絵

本と読み物の揃ったコーナーがあり、自由に読書できるようになっています。

これらの本を活用して、子どもが本に出会い、豊かな感性を育む場として機能

することを目指します。 

児童図書の充実を図り、ボランティアのサークルによる乳幼児向けの紙芝

居や子ども文庫による絵本の読み聞かせやおはなしを楽しむ会等を行うなど

子どもたちが本に親しむ機会を増やします。 

② その他の施設 

子どもたちが利用する青少年センターや市内の公共施設などでのこどもの

本の充実を図ります。また地域センターなどで開催される「子ども広場」での

読み聞かせ等によって子どもたちが本に親しむ機会を作ります。 

 

（４）家庭文庫・地域文庫での読書活動の推進 

市内には４つの子ども文庫があり、地域に根ざした活動を行っています。 
家庭文庫や地域文庫は、身近で親しい雰囲気の中で本に接することができ、保

護者同士の交流や学習の機会があります。読書に関心のない子どもが、読書に

親しむきっかけとなります。地域の文庫を近くの友達同士で訪れることで、子

どもは読書の喜びを分かち合う仲間を見つけ、本の世界へ案内してくれる大人

に出会うことができます。 

子どもや保護者は、家庭文庫や地域文庫を利用することで、一層地域に密着し

た読書活動を実践することができます。 



 

ど

 

５ 地

市民

して子

 

（１）

① 

活

② 

③ 

    

 

（２）

て

テ

 

 

図書館では

を通じ活動

域の力を生

団体やボラ

どもの読書

ボランティ

学校支援

「小平地

活動が行わ

は連携して

す。 

「読み聞

学校や幼

師を務め、

図書館お

ストーリ

キルアップ

 

☆読み聞か

ボランティ

市民団体と

いるおはな

子ども文庫

ティアが実

は、子ども文

動の支援を

生かした読

ランティア

書環境整備

ィア等の育

援ボランテ

地域教育サ

われ、図書

て研修機会

聞かせ実践

幼稚園等で

実践を通

おはなし学

リーテリン

プを図りま

せ実践講座

ィア等によ

と連携し、

なし会など

庫のほかに

実施する様々

文庫の活動

をしていきま

読書活動の推

と連携して

に努めます

育成、研修事

ィアの実施

ポート・ネ

ボランティ

を提供し、

践講座」の実

読み聞かせ

して基礎か

学習会の実施

グや読み聞

す。 

：読みかたや

る自主的な

講演会や研

どの充実を図

にも増えて

々な読書活
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動が円滑に

ます。 

推進  

て、子ども

す。 

事業の実施

施 

ネット事業

ィアが活動

引き続き

実施 

せをするボ

から学ぶ入

施 

聞かせの学

や本選びのア

な活動の支

研修会を開

図ります。

きている子

活動を支援

機能するよ

の読書活動

施 

」として様

しています

学校図書ボ

ランティア

入門講座を実

学習会を開催

  
ドバイス、絵

支援 

開催すると

 
子どもの本

します。

ように児童

動を推進す

様々な学校

す。生涯学

ボランティ

アに対して

実施します

催して、語

  
絵本の紹介を

ともに、図

本に関わる

童図書の団体

するとともに

校支援ボラン

学習推進課と

ア活動を推

、図書館職

す。 

語り手や読み

します☆ 

図書館や学校

市民団体や

体貸出な

に、協働

ンティア

と図書館

推進しま

職員が講

み手のス

校で行っ

やボラン



 

６ 読

子

とも

子

す。

ま

をめ

 

７ 啓

情報

に努め

 

（１）

し

努

   
   

   

（２）

成

書推進体制

どもの読書

に、市民と

どもの読書

会議には、

た、計画に

ぐる状況を

発・広報 

発信の充実

ます。 

子ども読書

４月２３日

て子どもが

めます。 

 
 ☆こだい

     

啓発資料等

家庭や地域

・配布し、

制の整備 
書活動を支

との協働を

書活動を推

市民の意

に基づく取

を踏まえな

実を図り、

書の日等に

日の子ども

が参加でき

ら子ども読書

    

等の普及 

域、学校に

読書活動

支え、活性

を図ります。

推進するた

意見が反映

組の推進状

がら、各事

乳幼児、

における啓発

も読書の日

きる行事や

書月間の展示

     

に向けて読

動推進に努
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性化していく

。 

めに、子

されるよう

状況を定期

事業を実施

児童・生徒

発事業の実

を活用した

や展示会等を

示：「おしえ

  

読書推進のた

めます。

くために、

ども読書推

う配慮しま

的に検証す

していきま

徒、保護者

実施 

た「こだい

を開催し、

  
えてみんなの

☆

ための図書

関連各課

推進のため

す。 

するととも

ます。 

者への読書

いら子ども

子どもの

のすきなえほん

☆布の絵本・

書館案内や

課が連携して

めの会議を開

に、子ども

書活動の啓発

読書月間」

の読書活動の

ん」☆ 

・遊具の展示

や図書リス

ていくと

開催しま

もの読書

発・広報

」を実施

の推進に
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学校や保育

書活動推進

図書館行事

図書館見学

て読書の楽

についてＰ

 

ホームペー

図書館ホー

リストの紹

報を提供す

市報や教育

推進に関わ

    

育園、児童

進を図る啓

事等の実施

学や職場体

楽しさを子

ＰＲしてい

ージや広報

ームページ

紹介やこど

するなど情

育委員会だ

わる行事や

    

童館、その

啓発資料を配

施 

体験、図書

子どもや保

いきます。

報の活用 

ジを活用し

どもとしょ

情報発信に努

だより、市

やおはなし会
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他子どもが

配布します

書館が行って

保護者、子ど

、国や東京

かんのペー

努めます。

市ホームペー

会などの情

    

が利用する

す。 

ているおは

どもを取り

京都等で発

ージの充実

 
ージ等を活

情報提供を

     

る施設、機

はなし会や

り巻く大人

発行する読

実を図り、

活用して、

を積極的に行

    

機関等にも子

や講座・講演

人たちに知

読書活動推進

地域資料及

子どもの読

行います。

 

子どもの

演会を通

らせ、読

進のため

及び地域

読書活動
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第４章 実施のための計画 

 

１ 家庭における読書活動の推進 

施策項目 所管課 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度

子育て支援事業との連携協力 児童課・図書館 継続 

３～４か月児健康診査時の絵本リスト配布 健康課・図書館 充実 

家庭教育講座の充実 公民館 充実 

家庭の読書を推進する行事等の実施 図書館 継続 

東京都の読書推進相談事業の紹介等 図書館 継続 

 

２ 学校における読書活動の推進 

施策項目 所管課 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度

学校図書館活用年間計画の作成と実施 学校 継続 

学校図書館活用事例の開発と実施 指導課・学校 継続 

学習情報センター機能の充実 指導課・学校 充実 

学校図書館システムの整備と活用 学校・学務課・図書館 継続 

学校間での図書の相互利用の研究 指導課・学校 研究 

市立図書館資料の活用 学校・図書館 継続 

学校図書館図書標準の達成 学務課・学校 充実 

購入方針・廃棄基準の整備 学務課・学校 検討 実施 継続 

地域資料の活用 指導課・学校・図書館 検討 実施 継続 

学級における取組の実施 指導課・学校 検討 実施 継続 

児童・生徒の読書状況に応じた取組の研究 指導課・学校 研究 実施 継続 

司書教諭の配置 指導課・学校 継続 

中学校 学校図書館協力員の配置 学校・図書館 継続 

小学校 学校図書館協力員の配置 学校・図書館 実施 継続 

学校図書ボランティアの受入れと研

修の実施 

学校・生涯学習

推進課・図書館
充実 

読書指南役の研究 指導課・学校 研究 

学校図書館司書教諭等研究協議会の実施 指導課・学校 継続 

教科等研究会図書館部会の充実 指導課・学校 充実 

特別な支援を必要とする子どもへの

読書推進のプログラムの開発 
指導課・学校 継続 

読書週間等の啓発行事の実施 学校 継続 

図書館だより等の広報の発行 学校 継続 

学校図書ボランティアだよりの発行 指導課・学校 検討 実施 継続 

児童・生徒の図書館活動の充実 学校 充実 
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３ 図書館における読書活動の推進 

施策項目 所管課 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度

魅力ある蔵書の充実 図書館 充実 

調べ学習用資料の充実 図書館 充実 

資料紹介と情報提供 図書館 充実 

図書館施設の整備・充実 図書館 充実 

乳幼児サービスの充実 図書館 充実 

各種図書リストの作成と配布 図書館 充実 

おはなし会・絵本のへやの開催 図書館 充実 

ティーンズサービスの充実 図書館 充実 

児童・ティーンズ向け行事の開催 図書館 充実 

図書館ボランティア入門講座の開催 図書館 継続 

児童図書・読書等に関する講演会の開催 図書館 継続 

布の絵本等の展示や利用の促進と福

祉講演会の開催 
図書館 充実 

外国語絵本等の充実と情報提供 図書館 検討 実施 継続 

学校への資料提供と教諭への支援 図書館 継続 

学校への図書集配システムの実施 図書館 継続 

学校図書館相談員による学校図書館支援 図書館 継続 

学校図書館協力員への支援 図書館 継続 

児童・生徒の図書館見学・職場体験の受入れ  図書館・学校 充実 

インターンシップ・実習生等の受入れ 図書館 継続 

都立特別支援学校との連携 図書館 検討 実施 継続 

都立図書館・国際子ども図書館等との連携 図書館 継続 

児童担当職員の養成と研修機会の充実 図書館 充実 

仲町図書館の改築 図書館 設計 設計・建築 建築 建築 開設 

仲町図書館を活用した学校図書館支援 図書館 検討 検討 検討 検討 実施 

 

４ 地域における読書活動の推進 

施策項目 所管課 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度

保育園・幼稚園での読書活動の推進 保育課・図書館 継続 

児童館の絵本等の整備と読み聞かせ

等の行事の実施 
児童課 継続 

放課後子ども教室での読み聞かせ等の実施 生涯学習推進課  継続 

市内公共施設等での子どもの本の充実 関係課・図書館 検討 実施 継続 

子ども文庫活動への支援と協力 図書館 継続 

市内の各施設での絵本リスト等の配布 図書館 検討 実施 継続 



 

35 

５ 地域の力を生かした読書活動の推進 

施策項目 所管課 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度

学校支援ボランティアの実施 生涯学習推進課 継続 

小平地域教育サポート・ネット事業の実施 生涯学習推進課 継続 

「読み聞かせ実践講座」等の開催 図書館 継続 

市民団体等への読書活動推進の支援 図書館 継続 

 

６ 読書推進体制の整備 

施策項目 所管課 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度

子ども読書推進のための会議の開催 図書館 実施 継続 

子ども読書活動推進計画の推進状況の把握 図書館 実施 継続 

 

７ 啓発・広報 

施策項目 所管課 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度

子ども読書の日等における啓発事業 図書館 継続 

啓発資料の作成と配布 図書館 継続 

ホームページや広報の活用 図書館 充実 
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【資料１】 子どもの読書活動の推進に関する法律 

 

平成１３年１２月１２日 法律第１５４号 

（目的）  
第一条 この法律は、子どもの読書活動の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公

共団体の責務等を明らかにするとともに、子どもの読書活動の推進に関する必要な事項を定め

ることにより、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって子

どもの健やかな成長に資することを目的とする。 
 
（基本理念）  
第二条 子ども（おおむね十八歳以下の者をいう。以下同じ。）の読書活動は、子どもが、言葉

を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身

に付けていく上で欠くことのできないものであることにかんがみ、すべての子どもがあらゆる

機会とあらゆる場所において自主的に読書活動を行うことができるよう、積極的にそのための

環境の整備が推進されなければならない。 
 
（国の責務）  
第三条 国は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、子どもの読書活動の

推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 
 
（地方公共団体の責務）  
第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏ま

え、子どもの読書活動の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 
 
（事業者の努力）  
第五条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、子どもの読書活動

が推進されるよう、子どもの健やかな成長に資する書籍等の提供に努めるものとする。 
 
（保護者の役割）  
第六条 父母その他の保護者は、子どもの読書活動の機会の充実及び読書活動の習慣化に積極的

な役割を果たすものとする。 
 
（関係機関等との連携強化）  
第七条 国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策が円滑に実施されるよう、

学校、図書館その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体制の整備に努める

ものとする。 
 
（子ども読書活動推進基本計画）  
第八条 政府は、子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、

子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画（以下「子ども読書活動推進基本計画」という。）

を策定しなければならない。 
２ 政府は、子ども読書活動推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告する

とともに、公表しなければならない。 
３ 前項の規定は、子ども読書活動推進基本計画の変更について準用する。 
 
（都道府県子ども読書活動推進計画等）  
第九条 都道府県は、子ども読書活動推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県におけ

る子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該都道府県における子どもの読書活動の推進

に関する施策についての計画（以下「都道府県子ども読書活動推進計画」という。）を策定す

るよう努めなければならない。 
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２ 市町村は、子ども読書活動推進基本計画（都道府県子ども読書活動推進計画が策定されてい

るときは、子ども読書活動推進基本計画及び都道府県子ども読書活動推進計画）を基本とする

とともに、当該市町村における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該市町村におけ

る子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画（以下「市町村子ども読書活動推進計

画」という。）を 策定するよう努めなければならない。 
３ 都道府県又は市町村は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推進計

画を策定したときは、これを公表しなければならない。 

４ 前項の規定は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推進計画の変更

について準用する。 
 
（子ども読書の日）  
第十条 国民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理解を深めるとともに、子どもが積

極的に読書活動を行う意欲を高めるため、子ども読書の日を設ける。 

２ 子ども読書の日は、四月二十三日とする。 

３ 国及び地方公共団体は、子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなけれ

ばならない。 
 
（財政上の措置等）  
第十一条 国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策を実施するため必要な

財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 
 

附則 
この法律は、公布の日から施行する。 

 
 ○ 衆議院文部科学委員会における附帯決議 

 政府は、本法施行に当たり、次の事項について配慮すべきである。  
 

一 本法は、子どもの自主的な読書活動が推進されるよう必要な施策を講じて環境を整備して

いくものであり、行政が不当に干渉することのないようにすること。 
二 民意を反映し、子ども読書活動推進基本計画を速やかに策定し、子どもの読書活動の推進

に関する施策の確立とその具体化に努めること。 
三 子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において、本と親しみ、本を楽しむことできる環境

づくりのため、学校図書館、公共図書館等の整備充実に努めること。 
四 学校図書館、公共図書館等が図書を購入するに当たっては、その自主性を尊重すること。 
五 子どもの健やかな成長に資する書籍等については、事業者がそれぞれの自主的判断に基づ

き提供に努めるようにすること。 
六 国及び地方公共団体が実施する子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業への子どもの参

加については、その自主性を尊重すること。 
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【資料２】「小平市子ども読書活動推進計画」改定に当たっての基本方針 

 

平成２１年３月 

「小平市子ども読書活動推進計画」改定に当たっての基本方針 

小平市中央図書館 

１ 計画改定の背景 

次代を担う子どもの読書活動の推進は、地域社会における重要な課題である。 

市は、平成１７年３月に３か年の計画である「小平市子ども読書活動推進計画」を策定し、子

どもの読書に関する施策を推進してきた。この間、「文字・活字文化振興法」の成立や「教育基

本法」「図書館法」の改正の動きをはさみ、また平成１８年度から３年間の文部科学省の「学校

図書館支援センター推進事業」を実施する中で、本計画を２年間延長した。 

国においては、平成２０年３月に第二次となる「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計

画」を策定し、子どもの読書活動推進に係る政府としての基本的方針を明らかにしている。国で

は第一次基本計画の成果と課題の分析を行い、家庭・地域から学校に至る幅広い分野にわたる施

策を総合的に推進している。 

一方、情報化が進行し、家庭、学校、地域、情報などの子どもを取り巻く環境にも影響を与え

ている。これらの社会情勢の変化や東京都の動向などを視野に入れながら、引き続き子どもの読

書活動推進を実践していくために現行計画を改定し、第二次「小平市子ども読書活動推進計画」

を策定するものである。 

２ 計画の位置付け（性格） 

本計画は、「子どもの読書活動の推進に関する法律」の第９条第２項に基づき作成する計画で

ある。小平市第三次長期総合計画・前期基本計画との整合を図りながら、長期的な視点で子ども

の読書活動の推進に向け、市が行う施策の基本的方向を示すものである。 

なお、「小平市青少年育成プラン」「小平市次世代育成支援行動計画」など、他の計画との整

合にも留意するものとする。 

３ 計画対象期間 

当計画の対象期間は、平成２２年度から平成２６年度までの５年間とする。 

４ 計画改定の体制 

(1) 協議会による検討 

図書館協議会により意見を頂くとともに、原案を検討する。 

(2) 市民からの意見・要望の収集 

計画策定に当たっては、素案段階で市報や市ホームページにより意見募集を行い、市民から

の意見・要望を広く収集する。 

(3) 庁内体制等の確保 

計画については庁議に付議するものとする。計画案については、小平市子ども読書活動推進

計画検討委員会（以下「検討委員会」という。）により検討を行うとともに、学校図書館につ

いての調査研究会議で調整を図る。 
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５ 改定上の留意事項 

(1) 市議会等への報告 

改定作業の進捗状況については、必要に応じて市議会及び教育委員会に対して報告を行うも

のとする。 

(2) 情報の公開 

図書館協議会は公開とし、会議の要旨及び資料等については、速やかに公表するものとする。 

６ その他の事項 

計画策定に当たり、子どもの読書環境等の把握は、「子ども読書の日」などの図書館行事等の

機会をとらえながら、実情を調査する。 

７ 計画策定スケジュール 

 協議会・市民参加 事務局 

21 年 4 月   

 5 月 
図書館協議会開催①（概要の説

明） 
 

 6 月  

検討委員会 

調査研究会議

適宜開催

 7 月 
図書館協議会開催②（問題点の

把握） 
 

 8 月   

 9 月 図書館協議会開催③（検討） 中間のまとめ 

10 月  素案作成・庁議付議 

11 月 図書館協議会開催④（検討） 意見募集 

12 月   

22 年 1 月 図書館協議会開催⑤（検討）  

 2 月  計画案庁議付議 

 3 月 図書館協議会開催⑥  印刷・製本 
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【資料３】 小平市立図書館条例・小平市立図書館条例施行規則（抜粋） 

 

○小平市立図書館条例 

平成12年 

条例第 19号 

(図書館協議会) 

第9条 法第14条第1項の規定により、小平市中央図書館に小平市図書館協議会(以下「協議会」と

いう。)を置く。 

2 協議会の委員の定数は、15人以内とする。 

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

 

○小平市立図書館条例施行規則 

平成 12 年 

教委規則第 7 号 

(図書館協議会) 

第 10 条 条例第 9 条第 1 項の小平市図書館協議会(以下「協議会」という。)の委員の構成は、次

のとおりとする。 

(1) 学校教育の関係者 3 人以内 

(2) 社会教育の関係者 4 人以内 

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者 1 人以内 

(4) 学識経験のある者 7 人以内 

2 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。 

4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理

する。 

第 11 条 協議会は、会長が招集する。 

2 協議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決すると

ころによる。 

4 会議は、公開する。ただし、会議を公開することにより、公平かつ円滑な審議が著しく阻害

されるおそれがあるときは、協議会の議により非公開とすることができる。 

5 会議の傍聴の手続、傍聴人の遵守事項その他会議の公開について必要な事項は、別に定める。 

6 前条及び前各項に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に

諮って定める。 

(協議会の庶務) 

第 12 条 協議会の庶務は、小平市中央図書館において処理する。 
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【資料４】 小平市図書館協議会委員名簿 

 

〔任期 平成２１年４月１日～平成２３年３月３１日〕 

 

 

平成２１年４月１日 

選出区分 

１＝学校教育の関係者 

２＝社会教育の関係者 

３＝家庭教育の向上に資する活動を行う者 

４＝学識経験のある者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 № 氏 名 職 業・役 職 選出区分 備 考 

１ 松尾 正幸 小学校長（花小金井小学校） １  

２ 五十嵐孝博 中学校長（花小金井南中学校） １  

３ 伊藤 規子 公募委員 ２  

４ 杉本 順子 公募委員 ２  

５ 田中 勝男 公募委員 ２  

６ 山城 誠一 公募委員 ２  

７ 鈴木由美子 小平市子ども文庫連絡協議会 ３  

８ 安形  輝 亜細亜大学准教授 ４  

９ 大沼 晴暉 慶應義塾大学教授（書誌学） ４ 副会長 

10 落合 美代 津田塾大学学生生活課長 ４ 会長 

11 保坂 重政 児童文学研究者 ４  

12 中空 善彦 公募委員・マスコミ経験者 ４  
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【資料５】 小平市子ども読書活動推進計画検討委員会設置要綱 

 

平成２１年４月１日制定 

（設置） 

第１ 小平市子ども読書活動推進計画の改定について検討を行うとともに、子どもの読書活動を推

進するため、小平市子ども読書活動推進計画検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２ 委員会の所掌事項は次のとおりとする。 

(1)  小平市子ども読書活動推進計画に関する事項を検討すること。 

(2)  小平市の子どもの読書活動の推進に関すること。 

（構成） 

第３ 委員会は、別表に掲げる者をもって構成する。 

（委員長及び副委員長） 

第４ 委員会に委員長及び副委員長を置き、別表に掲げる者をもって充てる。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

（招集等） 

第５ 委員会は、委員長が招集する。 

２ 委員長は、必要に応じて検討事項に関係ある者の出席を求め、意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第６ 委員会の庶務は、小平市中央図書館において処理する。 

（その他） 

第７ この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。 

（施行期日） 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 
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別表（第３、第４関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料６】 小平市子ども読書活動推進計画検討委員会 委員名簿 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役 職 職 務 名 

委員長 中央図書館長 

副委員長 次世代育成部保育課長 

委 員 次世代育成部児童課長 

委 員 次世代育成部参事 

委 員 次世代育成部青少年男女平等課長 

委 員 健康福祉部健康課長 

委 員 教育部学務課長 

委 員 教育部指導課長 

委 員 教育部生涯学習推進課長 

委 員 中央公民館長 

 氏 名 職 務 名 

 委員長 柄澤 俊彦 中央図書館長 

 副委員長 遠藤  毅 次世代育成部保育課長 

 委 員 鳥越 恵子 次世代育成部児童課長 

 委 員 大野 礼子 次世代育成部参事 

 委 員 島村 孝雄 次世代育成部青少年男女平等課長 

 委 員 藤井 重男 健康福祉部健康課長 

委 員 大滝 安定 教育部学務課長 

 委 員 山田  裕 教育部理事 

 委 員 有馬 哲雄 教育部生涯学習推進課長 

 委 員 深谷  達 中央公民館長 



 

46 

【資料７】 学校図書館との連携推進事業研究会議 委員名簿 

 

学校図書館との連携推進事業研究会議 委員名簿（平成２１年度） 

氏 名 所 属 ・ 職 名 備 考 

関口 徹夫 小平市教育委員会・教育部長 委員長 

山田  裕 小平市教育委員会・教育部理事  

谷口 雄麿 小平市教育委員会指導課・指導主事  

小松 信也 小平第一中学校・校長 中学校校長会会長 

廣田 経夫 小平第十一小学校・校長 小学校校長会会長 

五十嵐孝博 花小金井南中学校・校長 図書館協議会委員 

松尾 正幸 花小金井小学校・校長 図書館協議会委員 

大滝 安定 小平市教育委員会・学務課長  

柄澤 俊彦 小平市中央図書館・館長  

 齋藤 淑子 小平市中央図書館・館長補佐兼調査係長 事務局 

渡辺 房江 小平市中央図書館・サービス係長 事務局 

 

 

【資料８】小平市子ども読書活動推進計画策定経過 

日 程 会 議 検 討 内 容 

平成 21 年 5月 1 日（金） 子ども読書活動推進

計画検討委員会 

・策定方針の確認・現行計画について 

・国と都の動向について 

   5月14日（木） 図書館協議会 ・策定方針と進め方について 

   7月23日（木） 図書館協議会 ・乳幼児アンケートの結果報告と課題につ

いて 

   7月29日（水） 学校図書館との連携

事業研究会議 

・学校と図書館との連携について 

・現行計画と学校図書館について 

   9月17日（木） 子ども読書活動推進

計画検討委員会 

・平成 20 年度進捗状況調査による各課の

現状 

・計画原案についての説明 

   9月24日（木） 図書館協議会 ・計画原案についての説明 

  11 月 5 日（木） 図書館協議会 ・計画原案についての検討 

  12 月 20 日（日） 

～平成 22年 1月 8日（金） 

 ・市民意見提出手続の実施 

   1月28日（木） 図書館協議会 ・市民意見提出手続結果について 
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【資料９】 小平市立図書館の児童サービス状況 

        「小平市立図書館事業概要 平成１８年度～２０年度」より作成 

 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 

登録率    ０～ ６歳 28.9％ 26.8％ 26.2％

７～１２歳 98.5％ 99.9％ 100.7％

１３～１５歳 98.7％ 105.2％ 108.0％

１６～１８歳 76.1％ 84.3％ 90.6％

利用率    ０～ ６歳 74.3％ 72.6％ 71.3％

７～１２歳 66.7％ 63.8％ 62.3％

１３～１５歳 36.8％ 34.9％ 31.2％

１６～１８歳 33.7％ 26.8％ 23.6％

児童図書   蔵書冊数 347,727冊 350,998冊 349,911冊

児童図書 個人貸出冊数 475,223冊 471,397冊 487,540冊

児童図書 団体貸出冊数 11,806冊 12,857冊 12,756冊

おはなし会 開催回数 414回 420回 410回

おはなし会 参加人数 4,711人 4,365人 4,191人

絵本のへや 開催回数 95回 96回 96回

絵本のへや 参加人数 1,366人 1,554人 1,791人

大人のためのおはなし会 2回／46人 2回／29人 2回／46人

図書館見学 開催回数 20回 16回 16回

図書館見学 参加人数 1,541人 1,327人 1,403人

特別団体貸出冊数 小学校 16校／3,139冊 16校／5,257冊

特別団体貸出冊数 中学校 3校／411冊 5校／571冊

職場体験受入人数 7回／26人 15回／51人 20回／52人

※ 各年度の１月１日現在の人口で算出。 

※ 登録率は転出者を含むため１００％を超えることがある。 

 
 
 

【資料 10】「児童・生徒の読書の状況に関する調査」結果（平成 15 年度・平成 19 年度） 

 

   

   

１か月に読む平均

冊数 

１か月に１冊も読ま

なかった児童・生徒

の率 

１か月間の学校図

書館の利用率 

１か月間の市立（公

立）図書館の利用率 

本の好きな児童・生

徒の率 

学年 H15 H19 H15 H19 H15 H19 H15 H19 H15 H19 

小１ 4.6冊 8.7冊 7.7％ 3.7％ 39.3％ 70.8％ 42.0％ 59.7％ 90.6％ 90.3％

小２ 7.3冊 12.1冊 4.4％ 3.7％ 52.7％ 61.9％ 54.7％ 73.4％ 88.3％ 84.9％

小３ 7.6冊 6.6冊 4.5％ 4.6％ 62.2％ 43.5％ 57.3％ 49.8％ 85.8％ 90.3％

小４ 7.0冊 4.5冊 5.2％ 15.6％ 57.5％ 39.3％ 54.2％ 37.9％ 83.8％ 76.3％

小５ 4.9冊 5.2冊 7.2％ 7.6％ 60.1％ 51.3％ 43.3％ 43.2％ 81.7％ 83.1％

小６ 2.9冊 2.5冊 14.5％ 11.8％ 44.0％ 25.1％ 37.9％ 34.1％ 71.6％ 77.7％

中１ 2.1冊 1.7冊 35.8％ 27.6％ 21.6％ 19.3％ 25.6％ 17.1％ 65.9％ 68.0％

中２ 1.9冊 0.5冊 41.5％ 48.7％ 24.4％ 17.9％ 15.9％ 20.0％ 57.5％ 63.1％

中３ 1.7冊 3.0冊 37.3％ 5.6％ 21.9％ 27.5％ 17.6％ 19.7％ 63.1％ 86.0％
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【資料11】 学校図書館蔵書数 

 

学校名 学級数 国基準蔵書数 
平成20年度末 

蔵書数 

平成20年度末 

国基準に対する比率

小平第一小学校 18 10,360冊 8,470冊 82％ 

小平第二小学校 18 10,360冊 6,126冊 59％ 

小平第三小学校 19 10,560冊 8,773冊 83％ 

小平第四小学校 15 9,160冊 9,016冊 98％ 

小平第五小学校 19 10,560冊 7,435冊 70％ 

小平第六小学校 18 10,360冊 11,627冊 112％ 

小平第七小学校 24 11,560冊 11,516冊 100％ 

小平第八小学校 16 9,560冊 9,779冊 102％ 

小平第九小学校 21 10,960冊 8,814冊 80％ 

小平第十小学校 16 9,560冊 8,814冊 92％ 

小平第十一小学校 18 10,360冊 10,619冊 103％ 

小平第十二小学校 15 9,160冊 7,277冊 79％ 

小平第十三小学校 17 9,960冊 8,798冊 88％ 

小平第十四小学校 16 9,560冊 9,963冊 104％ 

小平第十五小学校 13 8,360冊 8,381冊 100％ 

花小金井小学校  9 6,520冊 6,583冊 101％ 

鈴木小学校 10 7,000冊 9,485冊 136％ 

学園東小学校 12 7,960冊 7,098冊 89％ 

上宿小学校 12 7,960冊 7,391冊 93％ 

合  計 306 179,840冊 165,965冊 92％ 

    

学校名 学級数 国基準蔵書数 
平成20年度末 

蔵書数 

平成20年度末 

国基準に対する比率

小平第一中学校 16 12,640冊 13,570冊 107％ 

小平第二中学校 21 14,560冊 14,061冊 97％ 

小平第三中学校 20 14,240冊 14,000冊 98％ 

小平第四中学校 14 11,680冊 14,534冊 124％ 

小平第五中学校 15 12,160冊 13,106冊 108％ 

小平第六中学校 17 13,120冊 12,180冊 93％ 

上水中学校 9 9,040冊 7,540冊 83％ 

花小金井南中学校 11 10,160冊 9,919冊 98％ 

合  計 123 97,600冊 98,910冊 101％ 

※ 国基準蔵書数は、平成２０年５月１日現在の学級数に基づいています。 
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６ 
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実施期間 

実施場所 

目  的 

実施方法 

（１）対  

（２）実施方

はなし会

館では実

回 収 数 

実施結果に

設問１ お

① ０
② ３
③ ６

設問２ お

① ほ
② と
③ ほ
④ 回
 

 

 

 「ほぼ

ているこ

本に親

らうこと

あるいは

れます。

しかし

図書館に

平市子ども読

平成２１年

小平市中央

「小平市子

の状況を把

象：乳幼児

方法：アンケ

会」「絵本のへ

実施中の「読

２５３件 

について 

お子さんはお
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３～５歳のお
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お子さんに「
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回答なし  

ぼ毎日」、「と

とが分かり
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はとても大
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に来館してい
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年４月２５日

央図書館及び

子ども読書活

把握する。

児及び児童の
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読み聞かせ実

おいくつです

お子さんがい
お子さんがい
お子さんがい

「絵本」など

     
     

ていない  
     

きどき」を合

ます。 

が形成される

大切なことと

ちと過ごす

読み聞かせ

いても読み聞
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推進計画のた

日（土）から

び地区図書館

活動推進計画

の保護者 

は、図書館入

の行事の際に

実践講座」の

すか？（複数

いる方   
いる方  １
いる方  １

どの読み聞か
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絵本」などの
書館で選ぶ 
の他    
答なし   

びについて質

店」が１３２

人 20.5％、「新

種情報や図書

絵本」や「子

     
     
     

」と答えたの

明らかなよ

つも身近にあ

に育つ上で大

本が好きです

    ２
     

えない   
     

が、｢子どもが

本が好きでは

の児童サービ

子どもの本」

ぶ     
広告などを見
のリストやパ

     
     
     

質問してみま

人 52.2％、

新聞雑誌等を

書館、書店を上
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子どもの本」

 ３２人 
２１８人 
  ３人 

のは２１８人

うに書店で本

あり、繰り返

大事なことの

すか？ 

２２８人 
 ３人 
２０人 
 ２人 

が本が好き｣

ない子ども

ビスの大きな

はどのよう

     
見て    
パンフレット

     
     
     

した。  

「図書館」が

を見る」が３

上手に利用

の数は？ 

人 86.1％です

本を購入する

し読むことが

一つだと考

と回答してい

に対してどの

課題の一つ

にして選ん

     
     

トなどを見て
     
     
     

が１９７人 7

３２人 12.6％

して本選びを

す。図書館に

ることも多い

ができる環境

えることがで

います。｢い

のように本を

です。 

 

でいますか

  １３２
   ３２

て選ぶ ５２
  １９７
   １４
    ２

77.9％、「ブ

％でした。複

をしているこ

に来館してい

いことが分か

境が整ってい

できます。 

いいえ｣と回答

を薦めていく

？（複数回答

２人 
２人 
２人 
７人 
４人 
２人 

ブックリスト

複数回答が多

ことが分かり

いる家庭で

かります。

いることは、

答したのは

くのかとい

答） 

等を見る」

多いことか

ります。 



 

 

   

   

   

   

  

  
  

設問８ 図

① よ
② と
③ ほ
④ 回答

「よく

の目的が

という方

   

  

   

   

設問９ 図

① はい
② いい
③ 知
④ 回答
 

図書館

おり、「参

はなし会

も多いと

法等につ

  

 
  

図書館でよく

く借りる  
きどき借りる
とんど借りな
答なし   

借りる」「と

が絵本などの

方は１１人 4％

図書館の「お

い     
いえ    
らなかった 
答なし   

館で行われる

参加したこと

会」などの行

思われます

ついても改め

本を借りま

    １
る     
ない    

     

ときどき借り

貸出しが主

％です。 

おはなし会」「

    １
    １
     
     

行事等に「参

とがない」と

行事は、火曜

す。また「知

て検討する必

52

ますか。 

１７７人 
６２人 
１１人 
 ３人 

りる」を合わ

な目的である

「絵本のへや

１３９人 
１０１人 

１３人 
 １人 

参加したこ

という回答は

日・水曜日

らなかった」

必要がありま

わせると 94.

ることがよく

や」などの行事

とがある」と

は１０１人 3

・木曜日に行

」という回答

ます。 

5％が利用し

く分かります

 

事に参加した

と回答した方

39.9％でした

行われており

答も１３人

しており、図

す。ほとんど

たことはあり

方は、１３９

た。「絵本の

り、参加しに

5.1％あり、

 

図書館来館

ど借りない

りますか。

９人 54.9％

へや」「お

にくい家庭

ＰＲの方
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設問 10 子どもの本や図書館についてご希望やご意見がありますか？  

自由意見は、１０２件寄せられています。本に関する意見が最も多く、次いで図書館

の児童コーナーや設備に関すること、絵本の部屋など行事についての意見も多くあげら

れています。本の紹介や展示をしてほしいというような図書館の児童サービスに対する

具体的な希望も挙げられ、乳幼児サービスについての貴重なご意見をいただくことがで

きました。 

１．本の購入に関するもの (２５件)  

(1) 特定の本や形態、特定分野の本の購入に関するもの     １４件 

(2) 新しい本の購入に関するもの            ６件 

(3) その他 本の種類を増やしてほしいなど                 ５件 

 

     ２．図書館の児童コーナー、子どもに関する設備など (２３件) 

         (1)  子どもが声を出して本を読んだりできるコーナー、 

赤ちゃん用の部屋､子どもに特化した図書館がほしいなど１３件 

         (2)  子ども用トイレ、椅子・机などに関するもの            １０件 

 

３．「おはなし会」「絵本のへや」など行事に関するもの (２１件) 

         (1)  乳幼児向けの「絵本のへや」の回数を増やしてほしいなど１０件 

         (2)  楽しい、続けてほしいなど好意的な意見                  ７件 

(3)  土曜日や日曜日、休日等に行ってほしいなど              ４件 

 

４．子どもの本の展示や紹介、排架に関すること (１８件) 

         (1) 季節ごとやお薦めの本の展示、絵本の紹介の希望    １０件 

         (2)  本の排架に関すること                 ８件 

 

         ５．その他の意見 (１５件) 

(1)  リクエストや開館時間に関するもの           ８件 

(2)  好意的な意見など                   ３件 

         (3) 利用者のマナー、駐車場の設置等            ２件 

         (4) 職員の専門的な知識に関すること            ２件 
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